
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
八
号
）

一

失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
退
職
の
日
後
に
事
業
を
開
始
し
た
職
員
等
が
、
知
事
に
そ
の

旨
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
の
実
施
期
間
は
、
当
該
退
職
手
当
の
支
給
期
間
に
算
入
し
な

い
こ
と
と
し
た
。

二

職
員
以
外
の
者
を
職
員
と
み
な
し
て
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
を
適
用
す
る
場
合
等
の
勤

務
日
数
の
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
及
び
二
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
九
号
）

一

公
益
財
団
法
人
ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
二
千
二
十
一
関
西
組
織
委
員
会
に
対
す
る
寄
附

金
を
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
の
寄
附
金
税
額

控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
号
）

一

未
交
付
の
ま
ま
失
効
し
た
一
般
旅
券
の
発
給
に
係
る
申
請
を
し
た
者
が
当
該
失
効
の
日
か
ら
五
年

以
内
に
最
初
に
一
般
旅
券
の
発
給
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
般
旅
券
の
査
証
欄
の
増
補
に
係
る
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
及
び
二
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
一
号
）

一

内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政

令
等
規
制
事
業
に
係
る
主
務
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要

の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

国
民
健
康
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
二
号
）

一

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
必
要
と
な
る
一
般
納
付
金
所
得
等
割
合
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
納
付
金
所
得
等
割
合
、
介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五

十
三
号
）

一

徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
在
職
者
訓
練
棟
を
職
業
訓
練
又
は
こ
れ
に
関
す
る
研
修
会
、

講
習
会
等
を
行
う
事
業
主
等
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
使
用
料
の
額
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
四
号
）

一

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
及
び
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
つ
い
て
、
共
同
住



宅
等
の
一
住
戸
単
位
の
認
定
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
認
定
等
の
申
請
に
対

す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
の
算
定
の
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

一
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
条
例
第
五
十
五
号
）

一

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
、
閲
覧
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

保
有
個
人
情
報
の
口
頭
に
よ
る
開
示
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

開
示
請
求
及
び
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
利
用
に
係
る
手
数
料
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

五
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
一
号
）

一

公
園
事
業
を
譲
渡
す
る
場
合
の
承
認
の
申
請
の
手
続
、
徳
島
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
内
に
お

け
る
利
用
の
た
め
の
規
制
の
対
象
と
な
る
野
生
動
物
の
生
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
等
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。

二

自
然
公
園
法
施
行
令
及
び
自
然
公
園
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
二
号
）

一

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
三
号

）一

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
二

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
四
号
）

一

徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
在
職
者
訓
練
棟
に
お
い
て
利
用
に
供
す
る
設
備
及
び
そ
の
使

用
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
五
号
）

一

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
二

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


